
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
駒
市

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
意
見
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

コ
メ
リ
パ
ワ
ー
生
駒
店

所
在
地

生
駒
市
高
山
町
七
七
二
七
ー
一
ほ
か

二

生
駒
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

み
ど
り
公
園
課

景
観
に
つ
い
て

(1)

本
市
は
、
市
内
全
域
を
景
観
法
に
基
づ
く
景
観
計
画
区
域
に
定
め
て
い
る
。
本
計
画
地
は
広

域
幹
線
沿
道
地
区
内
に
あ
り
、
広
域
幹
線
沿
道
地
区
の
概
要
の
「
良
好
な
景
観
の
形
成
に
関
す

る
方
針
」
及
び
「
景
観
形
成
の
基
準
」
に
従
っ
て
提
出
さ
れ
た
景
観
法
の
届
出
書
ど
お
り
施
工

す
る
こ
と
。

ま
た
、
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
事
前
に
本
課
と
協
議
し
、
変
更
の
届
出
書
を
提
出
す
る
こ

と
。な

お
、
工
事
完
了
後
は
、
速
や
か
に
行
為
完
了
届
出
書
を
提
出
し
、
完
了
検
査
を
受
け
る
こ

と
。屋

外
広
告
物
に
つ
い
て

(2)

屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
場
合
は
、
奈
良
県
屋
外
広
告
物
条
例
及
び
奈
良
県
屋
外
広
告
物
条

例
施
行
規
則
並
び
に
生
駒
市
屋
外
広
告
物
規
則
の
規
定
を
遵
守
し
、
正
し
く
掲
出
す
る
こ
と
。

ま
た
、
同
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
を
必
要
と
す
る
広
告
物
を
掲
出
す
る
場
合
に
は
、

本
課
へ
の
許
可
申
請
が
必
要
と
な
る
の
で
、
事
前
に
協
議
す
る
こ
と
。

緑
化
に
つ
い
て

(3)

生
駒
市
宅
地
等
開
発
行
為
に
関
す
る
指
導
要
綱
に
基
づ
き
、
敷
地
内
の
緑
化
を
行
う
こ
と
。

ま
た
、
植
栽
計
画
（
樹
種
・
配
置
位
置
等
）
に
つ
い
て
は
、
緑
化
計
画
書
の
と
お
り
施
工
す

る
こ
と
。

な
お
、
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
事
前
に
本
課
と
協
議
し
、
変
更
の
届
出
を
す
る
こ
と
。

ま
た
、
建
築
物
が
利
用
開
始
さ
れ
る
ま
で
に
緑
化
を
完
了
さ
せ
、
緑
化
完
了
報
告
書
を
提
出

す
る
と
と
も
に
、
本
市
の
完
了
検
査
を
受
け
る
こ
と
。



な
お
、
整
備
さ
れ
た
緑
地
に
つ
い
て
は
、
本
市
へ
の
帰
属
の
対
象
と
し
な
い
た
め
、
事
業
者

に
よ
り
将
来
に
わ
た
り
自
主
管
理
す
る
こ
と
。

２

土
木
課

出
入
口
②
に
お
い
て
生
駒
市
道
芝
山
田
線
と
の
交
差
点
と
な
る
た
め
、
歩
行
者
、
車
両
等
が

(1)
安
全
で
円
滑
な
通
行
が
で
き
る
よ
う
道
路
管
理
者
と
十
分
協
議
す
る
こ
と
。

平
成
二
十
八
年
度
、
本
課
に
お
い
て
生
駒
市
道
芝
山
田
線
整
備
工
事
を
施
工
予
定
の
た
め
、

(2)
出
入
口
②
付
近
施
工
時
に
は
、
工
事
工
程
、
計
画
高
さ
等
の
調
整
を
十
分
に
行
う
こ
と
。

周
辺
道
路
の
交
通
渋
滞
・
安
全
対
策
に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
と
十
分
協
議
し
対
応
す
る
こ

(3)
と
。協

議
後
も
道
路
管
理
者
の
意
向
に
沿
い
、
柔
軟
な
対
応
を
行
う
こ
と
。

(4)
３

事
業
計
画
課

出
入
口
②
に
つ
い
て
、
生
駒
市
道
芝
山
田
線
と
の
交
差
点
に
位
置
す
る
た
め
、
本
市
が
実
施

(1)
す
る
予
定
の
道
路
整
備
事
業
と
の
整
合
等
に
つ
い
て
、
本
課
を
含
む
道
路
管
理
者
と
十
分
な
協

議
を
行
う
こ
と
。

出
入
口
②
に
つ
い
て
、
本
交
差
点
は
信
号
が
な
い
た
め
、
右
折
出
庫
車
両
対
策
を
講
じ
る
こ

(2)
と
。
特
に
、
セ
ー
ル
時
に
は
誘
導
員
を
配
置
で
き
る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
。

県
道
枚
方
大
和
郡
山
線
鵄
の
橋
交
差
点
部
及
び
県
道
枚
方
大
和
郡
山
線
沿
い
の
看
板
の
構
造

(3)
・
視
認
性
に
つ
い
て
、
当
該
道
路
の
管
理
者
・
奈
良
県
警
察
本
部
と
十
分
な
協
議
を
行
う
こ
と
。

周
辺
道
路
の
交
通
渋
滞
・
安
全
対
策
に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
及
び
地
元
自
治
会
と
十
分
に

(4)
協
議
し
対
応
す
る
こ
と
。

本
事
業
に
つ
い
て
は
「
学
研
北
生
駒
駅
中
心
地
区
ま
ち
づ
く
り
構
想
」
に
基
づ
き
、
そ
の
実

(5)
現
に
向
け
、
事
業
者
と
し
て
、
具
体
的
な
取
組
を
進
め
る
こ
と
。

４

建
築
課

公
共
用
水
路
の
整
理
を
終
え
て
か
ら
建
築
確
認
の
手
続
を
行
う
こ
と
。

(1)

奈
良
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
第
十
九
条
の
三
の
規
定
を
遵
守
す
る
こ
と
。

(2)

立
地
に
際
し
地
元
自
治
会
を
は
じ
め
近
隣
住
民
と
合
意
形
成
を
図
る
と
と
も
に
、
周
囲
へ
の

(3)
環
境
及
び
安
全
に
配
慮
し
た
計
画
と
す
る
こ
と
。

※
開
発
許
可
後
、
建
築
確
認
申
請
、
建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
の

届
出
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
の
届
出
及
び
奈
良
県
住
み
よ
い
福

祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
届
出
の
手
続
等
が
必
要
に
な
り
ま
す
。



５

環
境
保
全
課

一
般
廃
棄
物
（
事
業
系
ご
み
に
つ
い
て
）

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
六
条
及
び
生
駒
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

(1)
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
の
収
集
計
画
に
従
う
こ
と
。

事
業
者
は
そ
の
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
た
廃
棄
物
の
再
生
利
用
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

(2)
そ
の
減
量
に
努
め
る
こ
と
。

事
業
者
か
ら
排
出
さ
れ
る
一
般
廃
棄
物
は
、
事
業
者
の
責
任
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
と
し
、

(3)
自
ら
市
清
掃
リ
レ
ー
セ
ン
タ
ー
に
搬
入
し
、
又
は
、
市
許
可
業
者
に
収
集
運
搬
を
委
託
す
る
こ

と
。ま

た
、
市
の
許
可
業
者
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

（
許
可
業
者
）

業
者
名

電
話
番
号

株
式
会
社
生
駒
市
衛
生
社

〇
一
二
〇
（
七
七
）
九
〇
三
一

株
式
会
社
Ｎ
Ａ
Ｎ
Ｂ
Ｕ

〇
一
二
〇
（
五
六
八
）
八
八
八

奈
良
県
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社

〇
七
四
三
（
七
七
）
〇
九
九
〇

関
西
メ
タ
ル
ワ
ー
ク
株
式
会
社

〇
七
四
三
（
七
七
）
六
〇
一
七

な
お
、
事
業
活
動
に
伴
い
生
じ
た
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
奈
良
県
の
許
可
業
者
に
収
集

運
搬
を
委
託
す
る
こ
と
。

そ
の
他

公
害
関
係
法
令
、
奈
良
県
環
境
基
本
条
例
、
奈
良
県
生
活
環
境
保
全
条
例
及
び
生
駒
市
環
境

(1)
基
本
条
例
を
遵
守
し
、
環
境
保
全
に
努
め
る
こ
と
。

騒
音
規
制
法
及
び
振
動
規
制
法
に
規
定
す
る
特
定
建
設
作
業
を
実
施
す
る
場
合
は
、
工
事
開

(2)
始
七
日
前
ま
で
に
届
け
出
る
こ
と
。

騒
音
規
制
法
及
び
振
動
規
制
法
に
係
る
特
定
施
設
に
該
当
す
る
施
設
を
設
置
す
る
場
合
は
、

(3)
設
置
の
三
十
日
前
ま
で
に
届
け
出
る
こ
と
。

一
定
規
模
（
三
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
土
地
の
掘
削
そ
の
他
の
土
地
の
形
質
の

(4)



変
更
を
行
う
場
合
、
土
壌
汚
染
対
策
法
第
四
条
に
基
づ
き
、
着
手
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
奈
良

県
知
事
に
届
け
出
る
こ
と
。

生
コ
ン
運
搬
車
の
水
洗
い
を
、
道
路
等
工
事
現
場
外
で
は
行
わ
な
い
こ
と
。

(5)

生
コ
ン
に
よ
る
高
ア
ル
カ
リ
廃
水
を
工
事
現
場
外
に
排
出
さ
せ
な
い
こ
と
。

(6)

周
辺
住
民
か
ら
騒
音
、
振
動
、
悪
臭
等
の
苦
情
が
あ
っ
た
時
は
、
必
要
に
応
じ
て
対
策
を
と

(7)
る
等
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
。

屋
外
広
告
物
法
及
び
奈
良
県
屋
外
広
告
物
条
例
を
遵
守
し
、
商
品
販
売
等
に
お
い
て
、
掲
出

(8)
禁
止
物
件
へ
の
広
告
物
（
貼
り
紙
、
貼
り
札
、
立
て
看
板
及
び
広
告
旗
）
の
掲
出
を
行
わ
な
い

こ
と
。

生
駒
市
ま
ち
を
き
れ
い
に
す
る
条
例
を
遵
守
し
、
た
ば
こ
の
吸
い
殻
、
空
き
缶
等
の
ポ
イ
捨

(9)
て
防
止
に
つ
い
て
、
従
業
員
の
啓
発
及
び
教
育
並
び
に
消
費
者
の
啓
発
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
事
業
所
周
辺
及
び
地
域
の
美
観
を
保
持
し
、
快
適
な
生
活
環
境
を
確
保
す
る
と
と
も

に
本
市
が
実
施
す
る
施
策
に
協
力
す
る
こ
と
。

６

環
境
モ
デ
ル
都
市
推
進
課

省
エ
ネ
、
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
等
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
等
の
環
境
行
動
に
率
先

し
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、
本
市
が
推
進
を
図
る
環
境
施
策
に
参
画
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

７

消
防
本
部
予
防
課

必
要
と
さ
れ
る
消
防
用
設
備
等
に
つ
い
て
、
建
築
確
認
申
請
前
に
事
前
打
ち
合
わ
せ
協
議
を
行

う
こ
と
。

ま
た
、
設
置
さ
れ
る
危
険
物
施
設
に
つ
い
て
も
、
設
置
許
可
申
請
前
に
事
前
打
ち
合
わ
せ
協
議

を
行
う
こ
と
。

８

生
涯
学
習
課

当
該
事
業
は
、
一
〇
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
た
め
、
「
遺
跡
有
無
確
認
踏
査
願
」

が
提
出
さ
れ
、
既
に
平
成
二
十
六
年
四
月
十
日
に
遺
跡
有
無
確
認
踏
査
を
、
平
成
二
十
六
年
四
月

二
十
二
日
に
踏
査
に
伴
う
試
掘
調
査
を
実
施
済
み
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
生
涯
学
習
課
へ
届
出
は
必

要
な
い
。
工
事
中
に
、
遺
構
、
土
器
等
の
遺
物
を
発
見
し
た
場
合
は
、
文
化
財
保
護
法
第
九
十
六

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
直
ち
に
工
事
を
中
止
し
、
生
涯
学
習
課
へ
連
絡
を
行
う
こ
と
。

９

教
育
総
務
課

当
該
申
請
地
周
辺
道
路
は
、
通
学
等
の
子
ど
も
が
通
行
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
工
事
車
両
等

の
通
行
に
は
注
意
し
、
適
所
に
警
備
員
を
配
置
す
る
等
の
安
全
対
策
を
十
分
施
す
と
と
も
に
、
通



学
に
支
障
が
生
じ
る
場
合
は
、
該
当
す
る
小
学
校
及
び
中
学
校
と
協
議
す
る
こ
と
。

都
市
計
画
課

10

今
回
届
出
の
場
所
は
、
学
研
北
生
駒
駅
中
心
地
区
に
位
置
し
、
生
駒
市
第
五
次
総
合
計
画
及
び

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
お
い
て
、
「
地
域
拠
点
」
「
賑
わ
い
商
業
地
」
と
位
置
付
け
て
い

る
。さ

ら
に
は
、
北
部
地
域
の
拠
点
に
ふ
さ
わ
し
い
、
学
研
北
生
駒
駅
周
辺
地
域
の
良
好
な
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
民
間
開
発
と
の
連
携
の
も
と
、
更
な
る
活
性
化
に

向
け
て
質
の
高
い
拠
点
整
備
を
推
進
す
る
た
め
、
土
地
利
用
及
び
基
盤
整
備
の
方
針
を
定
め
た
「

学
研
北
生
駒
駅
中
心
地
区
ま
ち
づ
く
り
構
想
」
を
策
定
し
、
当
該
地
区
に
関
わ
る
関
係
者
と
と
も

に
地
区
の
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

学
研
北
生
駒
駅
中
心
地
区
の
ま
ち
づ
く
り
の
方
針
に
留
意
し
た
土
地
利
用
に
努
め
る
こ
と
。

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
掲
載
し
て
い
る
都
市
計
画
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
及
び
学
研
北
生
駒
駅
周
辺
ま
ち
づ
く
り
会
議
の
ペ
ー
ジ
を
参
照
す
る
こ
と
。

防
災
安
全
課

11

今
後
、
大
規
模
地
震
等
の
災
害
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
次
に
掲
げ
る
内
容
に
つ
い

て
検
討
す
る
こ
と
。

店
舗
内
の
陳
列
方
法
に
つ
い
て
、
地
震
発
生
時
に
陳
列
棚
の
転
倒
及
び
商
品
の
散
乱
に
よ
り
、

(1)
店
舗
内
に
い
る
人
に
危
害
が
及
ば
な
い
よ
う
安
全
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

大
規
模
地
震
が
発
生
し
た
時
に
冷
静
な
対
処
が
で
き
る
よ
う
に
、
店
舗
職
員
を
対
象
と
し
た

(2)
防
災
訓
練
、
防
災
講
習
等
を
実
施
す
る
こ
と
。

災
害
が
発
生
し
た
時
に
、
近
隣
住
民
が
一
時
的
に
避
難
で
き
る
場
所
と
し
て
、
駐
車
場
等
を

(3)
提
供
で
き
る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
。

行
政
、
警
察
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
自
治
会
等
の
地
元
団
体
が
地
域
と
一
体
と
な
っ
て
行
う
防
災
訓
練

(4)
等
へ
の
協
力
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
当
該
活
動
に
協
力
す
る
こ
と
。

大
規
模
災
害
発
生
に
よ
り
、
店
舗
職
員
が
帰
宅
困
難
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
数

(5)
日
間
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
装
備
及
び
物
品
の
備
蓄
を
行
う
こ
と
。

大
地
震
、
大
雨
等
に
よ
り
、
富
雄
川
上
流
に
あ
る
高
山
た
め
池
が
決
壊
し
た
場
合
、
当
該
地

(6)
域
は
一
・
〇
ｍ
未
満
の
浸
水
想
定
区
域
に
当
た
る
た
め
、
特
に
大
地
震
発
生
時
に
は
来
店
者
び

店
舗
職
員
が
直
ち
に
高
所
へ
避
難
で
き
る
よ
う
体
制
を
整
え
て
お
く
こ
と
。

本
市
で
は
、
生
駒
市
安
全
で
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
条
例
に
よ
り
、
環
境
整
備
等



の
生
活
安
全
対
策
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
事
業
者
に
お
い
て
も
地
域
の
安
全
に
必
要
な

措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

ま
た
、
周
辺
道
路
へ
の
違
法
駐
車
、
来
店
者
等
車
両
の
安
全
な
通
行
、
そ
の
他
交
通
安
全
に
関

し
て
十
分
に
検
討
し
、
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

管
理
課

12

生
駒
市
道
芝
山
田
線
及
び
都
市
計
画
道
路
駅
西
線
と
事
業
地
と
の
接
続
部
分
、
進
入
口
等
に

(1)
つ
い
て
は
、
開
発
事
前
協
議
に
お
い
て
、
道
路
管
理
者
と
十
分
な
協
議
を
行
う
こ
と
。

事
業
地
内
に
存
在
す
る
公
共
用
水
路
に
つ
い
て
は
、
本
市
の
意
向
に
沿
っ
て
処
理
す
る
こ
と
。

(2)

協
議
後
も
道
路
管
理
者
の
意
向
に
沿
い
、
柔
軟
な
対
応
を
行
う
こ
と
。

(3)
農
業
委
員
会

13

計
画
区
域
内
の
農
地
に
つ
い
て
、
農
地
法
に
基
づ
く
転
用
手
続
を
と
る
こ
と
。

(1)

近
隣
農
地
へ
の
被
害
防
除
に
努
め
る
こ
と
。

(2)

地
元
水
利
組
合
及
び
農
家
組
合
と
十
分
協
議
す
る
こ
と
。

(3)
経
済
振
興
課

14

周
辺
住
民
（
農
耕
者
等
）
か
ら
営
業
行
為
に
起
因
す
る
苦
情
等
が
あ
れ
ば
、
速
や
か
に
事
業

(1)
者
の
負
担
に
よ
り
対
処
す
る
こ
と
。

生
駒
商
工
会
議
所
等
の
地
域
経
済
団
体
と
連
携
・
協
力
し
、
地
域
の
行
事
に
積
極
的
に
参
加

(2)
す
る
こ
と
。

本
市
経
済
の
発
展
に
寄
与
し
、
地
元
密
着
型
の
事
業
運
営
を
展
開
す
る
こ
と
。

(3)

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
小
売
業
者
、
小
売
業
者
以
外
の
事
業
者
等
関
係
者
と
一
体
と
な
り
、

(4)
周
辺
地
域
の
適
切
な
生
活
環
境
の
保
持
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
事
業
活
動
に
伴
い
周
辺
住
民
及
び
店
舗
に
影
響
を
及
ぼ
す
問
題
が
発
生
し
た
場
合
に

は
、
事
業
者
の
責
任
で
解
決
に
向
け
、
迅
速
に
真
摯
な
対
応
を
と
る
こ
と
。

三

縦
覧
場
所

奈
良
県
産
業
・
雇
用
振
興
部
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日
か
ら
同
年
十
一
月
四
日
ま
で
。
た
だ
し
、
奈
良
県
の
休
日
を
定
め
る
条

例
（
平
成
元
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
二
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
ま

す
。

五

縦
覧
時
間



午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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